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大歳地域法定外公共物等整備事業の概要について 
【H25.10.３ 大歳自治振興会】  

１ 目的 

大歳地域の法定外公共物などの補修等を行う地元関係者に対して、大歳自治振興会がその事業費の全部または一部を補助

するものです。 

 

２ 補助対象 

法定外公共物や日常生活道路として公共性のある道路などに関する補修等の工事が対象となります。 

（１）法定外公共物とは… 

① 道路法の適用がない道路で、代表的なものは里道で、農道などに利用されているものが数多くあります。 

（認定外道路、赤線などともいう） 

② 河川法の適用のされない水路で、用水路などに利用されているものが数多くあります。 

（普通河川、青線などともいう） 

③ 法務局備え付けの公図には、地番が無いものが多く、『道』、『水』と記載されています。 

（２）日常生活道路として公共性のある道路とは… 

① 山口市名義（県含む）となっている団地内道路などです。 

② 個人名義であっても現況が団地内道路のように公的利用がされており、将来にわたり所有者の同意が得られている道路など。 

 

３ 対象事業の注意事項 

（１）災害により壊れた場合、市で対応できる場合がありますので、早急にご相談ください。 

（２）用途の「農業用」か「農業用以外」かの区分は、現況により判断します。 

（３）道路工事では、状況により交通安全施設（ガードレール、ガードパイプ、ポストコーンなど）の設置が可能です。 

 

４ 法定外公共物占用等許可について 

（１）法定外公共物を工事する場合は、市に申請書を提出し、補助金申請前に市長の許可（承認）を受けなければいけません。 

（２）工事終了後は、完了届けの提出が必要です。 
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【補助金の概要】 

 

補助区分 農業用以外 (受益戸数２戸以上) 農業用 (受益戸数５戸以上) 

補助率 

補修工事 

１０割（公有地のみ） 

８割（半分以上が公有地） 

７割（半分以上が民有地） 

７割 

改良工事 対象外 ７割 

舗装工事 

１０割（自動車の通り抜けが可能など） 

８割（公有地のみ） 

７割（幅員の半分以上が公有地） 

６割（幅員の半分以上が民有地） 

５割（民有地のみ） 

７割 

水路工事 ５割 ７割 

浚渫工事 ５割 対象外 

補助限度額 ５０万円 １００万円 

その他 
通学路に該当する場合、補助限度額以内で 

１０万円を上限に補填 
― 

工事名 
法 定 外 公 共 物 等 

農業用以外の工事内容 農業用の工事内容 

道路 

補修工事 壊れた箇所をもとの状態にする工事 同左 

改良工事 対象外 
当初より性能を向上させる工事（拡幅、道台〔路肩の擁壁〕の改良、

農道橋の改修、架け替えなど） 

舗装工事 

舗装の新設 未舗装道路に新規で舗装する工事 同左 

全面補修 
現道舗装のはぎ取り等は行わず、現舗装の上に新た

に舗装する工事 
同左 

水路 
水路工事 水路の補修などを行う工事 

水路の補修及び改良などを行う工事（取水施設〔井堰、樋門、揚水

機など〕については、市で対応） 

（※農業用の用排水路に新たに水路の蓋架けは、補助対象外。ただ

し、昔から蓋が既設である場合に、修繕や取替えは補助対象） 

浚渫工事 水路に堆積している土砂などを撤去する工事 対象外 
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【申請等の流れ】  
 

１ 事前協議 

 

２ 申請手続き 

 

①法定外公共物占用等許可申請 

 

 

 ②法定外公共物占用等許可書 

 

③補助金交付申請書の提出 

 

 

④補助金交付決定通知書 

 

 

 

                     ⑤事業完了報告書の提出       ⑥原状回復完了届の提出 

 

 

⑦補助金確定通知書 

 

⑧請求書の提出 

 

⑨補助金交付 

要望者からの相談があった場合、要望者、大歳自治振興会、山口市の３者で、法定外公共物等整備事業

の対象となるか工法等はどうかなどを事前に協議します。 
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【申請に必要な書類】 

№ 提 出 書 類 様 式 占用許可申請関係書類 
（山口市へ提出） 

補助金交付申請関係書類 
（大歳自治振興会へ提出） 

１ 法定外公共物占用等許可申請書 様式第１号 ○ ― 

２ 同意書（自治会長、隣接者、水利代表等） あり ○ 写し 

３ 誓約書 あり ○ ― 

４ 
位置図、案内図 
・申請箇所を明記 

 ○ 写し 

５ 
公図（分間図）の写し 
・所有者と申請箇所の明記 

（法務局） ○ 写し 

６ 
事業関係図面 
・平面図、縦断面図、構造図等 

 ○ 写し 

７ 現地写真  ○ 写し 

８ 
通学路に関する意見書（学校長意見） 

・通学路に該当する場合のみ提出 
あり ○ 写し 

９ 法定外公共物整備事業補助金交付申請書 様式第１号 ― ○ 

１０ 事業計画書 様式第２号 ― ○ 

１１ 受益者一覧及び委任状 あり ― ○ 

１２ 経費の見積書の写し（原則として２者以上）  ― ○ 

１３ 法定外公共物占用等許可書の写し  ― 写し 
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【完了報告に必要な書類】 

№ 提 出 書 類 様 式 原状回復完了関係書類 
（山口市へ提出） 

完了報告関係書類 
（大歳自治振興会へ提出） 

１４ 原状回復完了届 様式第10号 ○ 写し 

１５ 位置図  ○ ― 

１６ 写真（工事中及び完了）  ○ 写し 

１７ 法定外公共物整備事業完了報告書 様式第４号 ― ○ 

１８ 施工業者発行の領収書又は請求書の写し  ― ○ 

 

 

【補助金交付に必要な書類】 

№ 提 出 書 類 様 式 請求関係書類 
（大歳自治振興会へ提出） 

１９ 請求書 
（申請者と請求者が違う場合は委任状が必要） 

様式第６号 ○ 

 

【その他】 
  押印については、申請書から請求書まで同じ印鑑を用いること。（山口市と同様） 




























